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平成２８年第３回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第１日目（平成２８年９月７日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前９時５３分 開会）

開 会 ・ 開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） おはようございま

す。

ただいまから、平成２８年歌志内市議会第

３回定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は７名でありま

す。定足数を満たしておりますので、本日の

会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署

名議員に３番山崎瑞紀さん、６番本田加津子

さんを指名いたします。

会 期 の 決 定

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 会期の決

定を議題といたします。

お諮りいたします。

この定例会を、本日から９月９日までの３

日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議ありませんの

で、そのように決定いたしました。

諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第３ 諸般報告

であります。

事務局長に報告させます。

中嶋議会事務局長。

○議会事務局長（中嶋孝君） 報告いたしま

す。

この定例会に付議されます議案は、市長よ

り送付を受けた議案９件及び報告２件であり

ます。

次に、議長の報告でございますが、平成２

８年第２回定例会以降、昨日までの議会動向

につきましては、本日別紙配付しております

諸般報告のとおりでありますので、御了承願

います。

また、本会議に説明のため出席する者、本

会議の事務に従事する者等につきましては、

別記記載のとおりであります。

本日の議事日程については、別紙配付して

あります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、

本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はありま

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようですので、

諸般報告を終わります。

市 政 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第４ 市政報告

であります。

一般行政について報告を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－
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市政報告１件。

平成２８年８月３１日の行政常任委員会時

に状況把握中、または、その後に判明しまし

た強風による被害等について報告いたしま

す。

平成２８年８月３０日、火曜日の深夜の強

風により神威美山地区の旧中学校付近の斜面

にある立木が根本から折れ、道道及び民家方

向へ倒れた木の先が道道沿いのＮＴＴ及び北

電の架線に寄りかかる形となり、先端の一部

が民家の屋根の軒部鉄板に衝突したほか、同

地区の河川沿いの倒木により消防第２分団詰

所用サイレンケーブルが断線し、吹鳴されな

い状態となりました。

旧中学校側の倒木については斜面からの落

下による被害拡大が懸念されたため、直ちに

撤去が必要であると判断しましたが、根本付

近の傾斜や鉄製フェンスへ食い込んでいる状

態で、電線へ寄りかかっている状況から慎重

な撤去作業が求められ、９月１日から２日に

かけ北電による枝葉の処理及び市内業者によ

る撤去を実施しており、消防のサイレン設備

については別の場所に経路を確保し、移設修

繕中であります。

なお、旧中学校周辺においては地形的に他

の立木でも同様の状況が懸念されることか

ら、９月２日旧中学校グラウンド側の斜面か

ら民家方向にかけて緊急の雑木伐採を実施い

たしました。

倒木による民家の被害については、軒部分

約３０センチメートル四方の破損で、人的被

害はありませんが被害者に謝罪の上、現在示

談に向けて協議を進めているところでありま

す。

今後におきましては再度、市内各所の立木

の点検、確認を実施し被害の発生防止に努め

てまいります。

以上です。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） ただいまの市長の報告

に基づいて、総損害額というのは推定幾らに

なりますか。１点だけ。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） 民家のほう

の損害額ということになると思いますが、現

在示談中でございます。恐らく３０センチ四

方でございますので、修繕等は数十万円程度

でないかというふうに思います。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 総損害額ということは

ＮＴＴの配線から全部入ると思うのですが。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） まず、ケー

ブルの関係でございますが、これは今６４万

８,０００円程度で修繕をしております。あ

と立木の処理につきましては１６万８,４８

０円。あと伐採に十数万円程度かかっている

と思います。総額は１２０万円程度でないか

というふうに思います。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 消防のサイレンの吹鳴

の部分の答弁漏れがあるけれども、それも含

んでいるものですか。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） 消防のサイ

レンの吹鳴の部分につきましては、今６４万

８,０００円で工事中でございます。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

報 告 第 １ ２ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第５ 報告第１

２号平成２７年度決算に基づく歌志内市健全

化判断比率についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

報告第１２号平成２７年度決算に基づく歌
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志内市健全化判断比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項の規定により、平成２７年度決

算に基づく歌志内市健全化判断比率を別紙監

査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率、将来

負担比率につきましては、実質赤字額及び連

結実質赤字額がないとともに、将来負担比率

は算定されないため、数値が表示されませ

ん。

実質公債費比率は１０.７％です。

監査委員の意見書につきましては別紙のと

おりです。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これで報告第１２号は、報告済みといたし

ます。

報 告 第 １ ３ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第６ 報告第１

３号平成２７年度決算に基づく歌志内市資金

不足比率についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

報告第１３号平成２７年度決算に基づく歌

志内市資金不足比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第２２条第１項の規定により、平成２７年度

決算に基づく歌志内市資金不足比率を別紙監

査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

特別会計の名称、市営公共下水道特別会

計、市営神威岳観光特別会計、病院事業会

計、全ての特別会計において資金不足額がな

いため数値が表示されません。

監査委員の意見書につきましては、別紙の

とおりでございます。

以上でございますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これで報告第１３号は、報告済みといたし

ます。

議 案 第 ４ ６ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第７ 議案第４

６号公平委員会委員の選任についてを議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

議案第４６号公平委員会委員の選任につい

て御提案申し上げます。

下記の者を公平委員会の委員に選任したい

ので、地方公務員法第９条の２第２項の規定

により、議会の同意を求めるものでございま

す。

記。

住所、歌志内市字神威２５６番地４。

氏名、板谷宏。

生年月日、昭和２６年６月１３日。

提案理由は、公平委員会委員、染谷純一氏

が平成２８年９月２５日をもって任期満了と

なるため、新たに選任しようとするものでご

ざいます。

任期は４年間でございます。

次のページをお開き願います。

板谷宏氏の略歴でございます。

本籍地、歌志内市字歌神４４番地１。

現住所、歌志内市字神威２５６番地４。

学歴、昭和４５年３月北海道歌志内高等学

校卒業。

職歴、平成１３年５月三起建設株式会社常

務取締役、平成１６年１１月轟建設株式会社
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歌志内支店長、平成１６年１１月空知炭礦株

式会社兼務発令、平成１７年６月空知炭礦株

式会社常務執行役員、平成１８年４月空知炭

礦株式会社専務取締役。

現公職、平成２１年４月歌志内市中小企業

保証融資委員会委員、平成２２年９月歌志内

市固定資産評価審査委員会委員、平成２６年

１月歌志内市産業開発促進事業審査委員会委

員。

以上でございますので、御同意賜りますよ

うよろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、議案第４６号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、議案第４６号は、これに同意

することに決しました。

議 案 第 ４ ７ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第８ 議案第４

７号歌志内市税条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第４７号歌志内市税条例の一部を改正

する条例の制定について御提案申し上げま

す。

提案理由は、所得税法等の一部を改正する

法律（平成２８年法律第１５号）及び外国人

等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義

による所得税等の非課税に関する法律施行令

等の一部を改正する政令（平成２８年政令第

２２６号）の公布に伴い、関係条文を整備し

ようとするものでございます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市税条例の一部を改正する条例。

歌志内市税条例（昭和２９年条例第２８

号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料により御説

明いたしますので、定例会資料の１ページを

ごらん願います。

附則第２０条の２は、特例適用利子等及び

特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の

特例の規定でございます。

所得税法等の一部を改正する法律の施行に

より特例適用利子等又は特例適用配当等を有

する者に対し、当該特例適用利子等の額又は

特例適用配当等の額に係る所得を分離課税す

る規定を新たに設けるもので、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条、第１２条、第１

６条に基づき、平成２９年１月１日から適用

するものでございます。

附則第２０条の３は、条約適用利子等及び

条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の

特例の規定でございます。

前条の規定の新設により条項を繰り下げ、

引用条文等を整理するもので、平成２９年１

月１日から適用するものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則第１項は、施行期日でございますが、

これにつきましては資料で説明いたしました

ので、省略させていただきます。

附則第２項は、経過措置で、適用区分に関

する規定でございますので、説明は省略させ

ていただきます。

以上でございますので、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入
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ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、議案第４７号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、議案第４７号は、原案のとお

り可決されました。

議 案 第 ４ ８ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第９ 議案第４

８号歌志内市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第４８号歌志内市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について御提案

申し上げます。

提案理由は、所得税法等の一部を改正する

法律（平成２８年法律第１５号）の公布に伴

い、国民健康保険税の所得割額の算定等に用

いる総所得金額に含める特例要件をを加える

ため、関係条文を整備しようとするものでご

ざいます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例。

歌志内市国民健康保険税条例（昭和５２年

条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。

改正内容につきましては、資料により御説

明いたしますので、定例会資料の２ページを

ごらん願います。

附則、第１０項は、特例適用利子等に係る

国民健康保険税の課税の特例の規定でござい

ます。

所得税法等の一部を改正する法律の施行に

より、市民税で分離課税される特例適用利子

等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定

及び軽減判定に用いる総所得金額に含める規

定を新たに設けるもので、外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第９条、第１３条、第１７条

に基づき、平成２９年１月１日から適用する

ものでございます。

附則、第１１項は、特例適用配当等に係る

国民健康保険税の課税の特例の規定でござい

ます。

前項の規定同様、所得税法等の一部を改正

する法律の施行により、市民税で分離課税さ

れる特例適用配当等の額を、国民健康保険税

の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所

得金額に含める規定を新たに設けるもので、

外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第９条、第

１３条、第１７条に基づき、平成２９年１月

１日から適用するものでございます。

附則、第１２項から第１４項は、前２項の

追加に伴い条項を繰り下げるもので、内容の

変更はなく平成２９年１月１日から適用する

ものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

第１項は、施行期日でございますが、これ

につきましては、資料で説明いたしましたの

で省略させていただきます。

附則第２項は適用区分に関する規定でござ

いますので、説明は省略させていただきま

す。

以上でございますので、よろしくお願い申

し上げます。
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○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、議案第４８号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、議案第４８号は、原案のとお

り可決されました。

議 案 第 ４ ９ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１０ 議案第

４９号歌志内市消防団条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第４９号歌志内市消防団条例の一部を

改正する条例の制定について御提案申し上げ

ます。

提案理由は、消防団員の安定的な確保並び

に入団促進を図るため、任命に係る年齢要件

を緩和するなど、関係条文を整備しようとす

るものでございます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市消防団条例の一部を改正する条

例。

歌志内市消防団条例（昭和３０年条例第８

号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料とあわせて

御説明いたしますので、定例会資料の３ペー

ジをごらん願います。

第３条第１号中「年齢満１８年以上５５年

未満」を「年齢満１８歳以上」に改め、同号

ただし書きを削る。

これは消防団員の任免要件における年齢制

限の上限を定めないように改めるほか、班長

以上の幹部団員に適用する特例要件を廃止す

るものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、公布の日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） 私の方から、２点ほ

ど質疑させていただきます。

まず、消防団員の安定的な加入を促進する

ということで、上限を撤廃するということ、

そしてただし書きをなくするということであ

ります。そんな関係から消防団員の条例を見

てみますと、３条の任免に、その直したもの

を見ると１項のほうに、本市に居住し、また

は勤務する１８歳以上の者全てということに

なろうかと思います。このことにつきまして

は、次の第２項のほうに、団長の件が書いて

あるのですが、団長という者は身体が丈夫で

あって、団長たるに足る者として消防団によ

り推薦された者であるということが規定され

てあります。

本市に居住して勤務する者であれば１８歳

以上誰でもよいのかということ、それについ

てちょっと質疑させていただきたいと思いま

す。

あと現在消防団員の数なのですが、５５歳

以上、そして５５歳未満、それぞれ何名ずつ

おられるのか質疑させていただきます。

○議長（川野敏夫君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 消防団員は年齢なら

誰でもよろしいのかということと、５５歳以

上、５５歳以下について答弁を差し上げま
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す。

入団に当たっては、消防団条例第１３条及

び宣誓書において、消防団員の遵守事項をう

たわれております。中身をかいつまんで申し

ますと、互いに相思敬愛できる人、礼節を重

んじ信義に厚い人、守秘義務、良心に従って

忠実に消防業務を遂行できる人でなければな

らないとなっております。

入団時には、年齢等の任命要件だけではな

く、今申し上げた遵守事項を守れる人かどう

か、また、当然ながら健康面のチェックも

し、消防団幹部において審査をして入団の可

否を決定しております。

そういうようなことから、年齢制限がなく

なったといっても誰でも入団できるものでは

ないというふうに思っております。

２点目の５５歳以上５５歳以下の人数でご

ざいますが、５５歳以上は１９名、内訳とし

て団本部１０人、第１分団５人、第２分団４

人、５５歳未満として２９人、団本部４人、

第１分団１２人、第２分団１３名となってお

ります。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、議案第４９号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、議案第４９号は、原案のとお

り可決されました。

議 案 第 ５ ０ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１１ 議案第

５０号歌志内市立幼稚園設置条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５０号歌志内市立幼稚園設置条例の

一部を改正する条例の制定について御提案申

し上げます。

提案理由は、子ども・子育て支援法施行令

（平成２６年政令第２１３号）及び子ども・

子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令

第４４号）の改正に伴い、本年４月から国に

おいて低所得世帯・多子世帯等の経済的負担

軽減を図るため、利用者負担の上限額に係る

特例措置を拡充する等の措置が講じられたこ

とから、国と同等の軽減措置を諮るため、関

係条文を整備しようとするものでございま

す。

次ページの本文に参ります。

歌志内市立幼稚園設置条例の一部を改正す

る条例。

歌志内市立幼稚園設置条例（昭和４８年条

例第４８号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料とあわせて

御説明いたしますので、定例会資料の４ペー

ジをごらん願います。

別表、備考１に、次のただし書きを加え

る。これは多子世帯にかかる保育料の軽減措

置を拡充するための規定を整備するもので、

現行では、幼稚園年少から小学校３年生まで

となっている多子世帯の保育料軽減要件のほ

か、市民税所得割課税額が７万７,１０１円

未満、年収約３６０万円未満相当の世帯に限

り、保護者が監護し生計が同一の子どもであ

れば年齢にかかわらず保育料軽減措置の対象

とするものでございます。

別表、備考３を備考５とし、備考２を備考
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４とし、備考１の次に次のように加える。備

考２は、ひとり親世帯等にかかる保育料の軽

減措置の規定を新たに設けるもので、市民税

非課税世帯のひとり親世帯等は第１子から無

料とし、市民税所得割課税額が７万７,１０

１円未満、年収約３６０万円未満相当のひと

り親世帯等については、第１子は現行の保育

料から１,０００円を減額した額の半額、第

２子以降は保育料を無料とするものでござい

ます。

備考３は、所得割についての定義を規定す

るものでございます。

備考４、５については、ただいま説明いた

しました規定の追加に伴い、現行の規定を繰

り下げるもので、内容に変更はございませ

ん。

本文の附則に戻ります。

この条例は、公布の日から施行し、平成２

８年４月１日から適用するものでございま

す。

以上でございますので、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、議案第５０号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、議案第５０号は、原案のとお

り可決されました。

議 案 第 ５ １ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１２ 議案第

５１号定住自立圏形成協定の変更についてを

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５１号定住自立圏形成協定の変更に

ついて御提案申し上げます。

滝川市及び砂川市との間において締結した

定住自立圏形成協定を別記のとおり変更する

ことについて、歌志内市議会の議決事件に関

する条例（昭和５９年条例第３７号）第２条

第３号の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。

提案理由は、定住自立圏の形成に関する協

定書のうち、生活機能の強化に係る政策分野

の一部を変更するため、条例の規定に基づき

議会の議決を得ようとするものでございま

す。

今回の協定変更につきましては、本年７月

５日中空知５市５町防災に関する協定が締結

され、中空知５市５町が防災に関して平常時

の相互協力、災害時の相互応援などについて

協定を締結いたしました。

定住自立圏形成協定においても、広域防災

体制の連携推進について協定を締結しており

ましたが、中空知５市５町防災に関する協定

により圏域住民の安全安心を確保するために

は、防災力を高めることが必要であると、５

市５町が再認識をしたところでございます。

また、防災力と同時に消防力の強化につい

ても必要であるとの認識から、従来より消防

力については北海道内の市、町及び消防の一

部事務組合により北海道広域消防総合応援協

定（平成３年２月１３日締結）を締結してお

りましたが、改めて平常時の情報交換や災害

発生時の応援体制等について圏域の生活機能

の強化を図るため、定住自立圏形成協定に消

防相互応援体制の連携と強化の事項を追加

し、広域的な取り組みをより一層推進するた
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め協定を変更しようとするものでございま

す。

なお、この定住自立圏形成協定の変更につ

きましては、中空知５市５町とも、それぞれ

９月の第３回定例会で議会の議決を求めるこ

ととしております。

それでは、次ページの本文に参ります。

定住自立圏の形成に関する協定の一部を変

更する協定書。

滝川市及び砂川市（以下「甲」という。）

と歌志内市（以下「乙」という。）は、平成

２６年７月１５日に締結した定住自立圏の形

成に関する協定の変更について次のとおり協

定を締結する。

変更内容につきましては、資料とあわせて

御説明いたしますので、定例会資料の６ペー

ジをごらん願います。

別表第１の６の表中「６防災」を「６防

災・消防」に改め、同表に次のように加え

る。

（２）消防相互応援体制の整備。

表中の取組の内容、甲の役割、乙の役割に

つきましては、先ほども御説明いたしました

とおり、定住自立圏の圏域住民の安全・安心

を確保するために関係市町が協力して圏域の

消防力を強化し、防災力の向上を図る取組を

行うこととし、甲と乙が、それぞれ平常時に

おける情報交換や連携を進め、災害時や緊急

時においては要請に応じ応援体制の整備を推

進することを追加するものでございます。

以上でございますので、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） ２点ほど聞きたいと思

います。

一つ目なのですけれども、取り組みの内容

で圏域の消防力の強化ということで書いてお

ります。消防力の強化というのは、本来各自

治体がおのおのできちっと体制をとって各自

治体が消防力の強化を行うことが、本来自分

たちのまちの安全・安心を守ることにつな

がってくる最大の要因ではないかと思うので

すけれども、その辺どういうふうに思ってい

るか伺いたいと思います。

二つ目なのですけれども、この定住自立圏

の関係の消防にかかってくることなのですけ

れども、消防の広域化になってくるのではな

いのかなという心配が私のほうでしておりま

す。各自治体の消防署員等の人数をある程度

抑えて、その分を他市町の人員で補っていく

構想につながっていくのではないかなという

危惧をしているのですけれども、その辺いか

がか聞きたいと思います。

以上、２点でお願いします。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） ２点の質問

でございますが、まず、１点目の消防力の強

化は各自治体がおのおのできちっとした体制

をとり、各自治体が消防力の強化を行うこと

が自分のまちの安全を守る最大の要因と思う

が、いかがかということでございますが、各

自治体がおのおのできちっとした体制を取り

も消防力の強化を行うことが自分のまちの安

全を守ることにつながるということは、議員

仰せのとおりだと思います。

あと２番目の消防の広域化の心配をしてし

まうということでございますが、今回の定住

自立圏形成協定の変更につきましては、消防

の広域化を前提としているものではございま

せん。

消防相互応援体制の整備とは災害時や緊急

時におきまして関係市町が協力し、迅速かつ

的確に対応を行うため、平常時より情報交換

や事業における連携を進めて圏域の消防力を

強化し、防災力の向上を図ることとしている

ものでございます。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 先日の災害の件もあり

ますけれども、やっぱり他市町の消防との連

携というのは必要だと思うのですね、強化も

必要だと思うのですけれども、この間の災害
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みたいに各市町大変な状況になって、各市町

それぞれで応援に行きたいけれども行けない

という状況がただただ生まれると思うのです

よ。

そうなるとやっぱり自分たちのまちの消防

の強化を行うということがやっぱり必要なの

ではないかと思うのですけれども、これに対

して、だめだという意見ではないのですけれ

ども、やっぱり自分たちのまちの安全・安心

を守るには人の手を借りる前に自分たちの足

元をきちんと固めて、それから行っていくこ

とが連携の強化にもつながるだろうし、今後

に生かされるのではないのかなと思うのです

けれども、その辺はいかがですか。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） 広域の災害

の場合は議員のおっしゃるとおり自分のとこ

ろの対応で、なかなか応援という部分はいか

ないというふうに思いますが、単独の災害、

例えば歌志内だけの災害ですとか、そういう

ようなときに大きな災害が発生した場合は、

他市町村からも応援が来ることになりますの

で、近隣市町の応援体制を組むことはより望

ましい形ではないかなというふうに思ってお

ります。

○議長（川野敏夫君） ほかに、質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、議案第５１号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、議案第５１号は、原案のとお

り可決されました。

議案第５２号から議案第５３号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第１３ 議案第

５２号と日程第１４ 議案第５３号を一括議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５２号、議案第５３号の決算認定に

つきまして、一括御提案申し上げます。

なお、議案第５３号につきましては、市立

病院事務長から御提案申し上げます。

議案第５２号平成２７年度歌志内市各会計

歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、平成２７年度歌志内市各会計歳入歳出決

算について、別添のとおり監査委員の意見を

つけて議会の認定に付する。

認定に付する決算は、平成２７年度歌志内

市一般会計歳入歳出決算、平成２７年度歌志

内市営公共下水道特別会計歳入歳出決算、平

成２７年度歌志内市営神威岳観光特別会計歳

入歳出決算、平成２７年度歌志内市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算、平成２７年度歌

志内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算、以上の５会計でございます。

内容につきましては、各会計決算実績報告

書により御説明いたしますので、実績報告書

の１ページをお開き願います。

平成２７年度各会計決算の概要でございま

す。朗読いたしまして説明にかえさせていた

だきます。

１、平成２７年度各会計決算の概要。

平成２７年度の決算については、住民生活

の安全確保、住民福祉の充実及び良好な住環

境の整備を基本としながら、身の丈に合った

健全な財政運営を推進することを念頭に、限

られた財源、財産を効果的に活用し、適切な

事業の実施に努めました。
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また、長期的視野に立ち、計画的な財政運

営を目指すため、財政調整基金へ３億円、減

債基金へ２億円の積み立てを行いました。

１、決算規模及び収支の状況。

一般会計以下５会計における歳入歳出決算

の総額は、歳入５３億６,０２３万７,０００

円、歳出５１億７,９６９万９,０００円で、

１億８,０５３万８,０００円の黒字となりま

した。

前年度と比較し、歳入で６,２２４万８,０

００円、１.２％の増、歳出で１億２３１万

８,０００円、２.０％の増となりました。

各会計別の収支は、一般会計で１億３,６

３１万７,０００円の黒字、国民健康保険特

別会計で４,４１８万円の黒字、後期高齢者

医療特別会計で４万１,０００円の黒字とな

りました。市営公共下水道特別会計及び市営

神威岳観光特別会計については、一般会計繰

出金により収支の均衡を図っています。

２、歳入歳出の状況。

（１）一般会計。

歳入増となった主な科目は、市債１億８９

４万９,０００円、（対前年度比５１.６

％）、地方交付税９,１７０万８,０００円

（同３.４％）、国庫支出金３,９９２万５,

０００円（同８.５％）地方消費税交付金３,

３１８万７,０００円（同７１.０％）で前年

度を上回りました。

その内訳としては、市債は第２分団詰所新

築に伴う緊急防災減災事業債等の借入額の

増、地方交付税は人口減少等特別対策事業費

の創設に伴い、基準財政需要額が増加したこ

とによる普通交付税の増、国庫支出金は地域

活性化地域住民生活等緊急支援交付金の増、

地方消費税交付金は社会保障財源化分の増と

なっています。

一方、減となった主な科目は、使用料及び

手数料５,５５０万２,０００円（対前年度比

△１９.６％）、諸収入４,９４３万６,００

０円（同△２０.８％）で、前年度を下回り

ました。

その内訳としては、使用料及び手数料は衛

生センター休止に伴う汚泥処分手数料の減、

諸収入は建物総合損害共済災害共済金の減と

なっています。

歳出（性質別分析）では、投資的経費が３

億８,２２２万３,０００円（構成比８.４

％）、義務的経費が２０億７,８８９万９,０

００円（同４５.７％）、その他の経費が２

０億８,５２５万１,０００円（同４５.９

％）となっています。

前年度との比較では、投資的経費が１億７

９万１,０００円（対前年度比３５.８％）の

増、義務的経費が５,９６２万１,０００円

（同△２.８％）の減、その他の経費が７,２

１８万５,０００円（同３.６％）の増となり

ました。

投資的経費の増は、第２分団詰所新築事業

等の増によるもので、義務的経費の減は生活

保護費の減、その他の経費の増は減災基金積

立金の増などによるものです。

（２）特別会計。

４会計合わせて歳入総額は６億７,７５４

万７,０００円で、前年度と比較して４,０３

０万円（対前年度比△５.６％）の減で、そ

の主な要因は、市営公共下水道特別会計及び

市営神威岳観光特別会計における繰入金の減

によるものです。

歳出は、投資的経費が２,７１８万４,００

０円（対前年度比△５２.４％）、義務的経

費が３億１,６７３万６,０００円（同△４.

８％）、その他の経費が２億８,９４０万６,

０００円（同１３.８％）、総額６億３,３３

２万６,０００円で、前年度と比較して１,１

０３万７,０００円（同△１.７％）の減と

なっており、投資的経費の減の主な要因は、

市営神威岳観光特別会計におけるリフト整備

等の普通建設事業費の減、義務的経費の減の

主な要因は、市営公共下水道特別会計におけ

る公債費の減によるものです。

３、財政構造（普通会計ベース）。

指数面では、財政の弾力性を測定する経常

収支比率は８２.６％（前年度９０.８％）、

財政力の強弱を示す財政力指数は０.１０５
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（同０.１０５）、公債費比率は５.０％（同

５.８％）です。

また、地方債の元利償還金に加え、下水道

等の公営企業が支払う元利償還金への一般会

計繰出金などを含めて算出した実質公債費比

率は１０.７％（同１０.９％）です。

４、投資的事業（１件１,０００万円以

上）。

旧庁舎解体除却、除雪機械車庫新設、ワイ

ン用ぶどう栽培事業土地取得、橋りょう調査

設計委託、改良住宅屋根改修、市営住宅屋根

改修、消防救急デジタル無線施設整備、第２

分団詰所新築・外構整備、歌志内中学校教育

用コンピュータ整備（繰越明許）。

３ページの５、各会計補正予算、以下の説

明につきましては、省略させていただきま

す。

以上が、平成２７年度各会計決算の概要で

ございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 金子市立病院事務

長。

○市立病院事務長（金子浩君） －登壇－

議案第５３号平成２７年度歌志内市病院事

業会計決算の認定について御提案申し上げま

す。

平成２７年度歌志内市病院事業会計決算の

認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り、平成２７年度歌志内市病院事業会計決算

について、別添のとおり監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付するものでございます。

内容につきましては、平成２７年度歌志内

市病院事業決算書により御説明いたしますの

で、病院事業決算書の９ページをお開き願い

ます。

平成２７年度歌志内市病院事業報告書でご

ざいます。

朗読いたしまして、説明にかえさせていた

だきます。

平成２７年度歌志内市病院事業報告書。

１、概況。

（１）総括事項。

本年度においても、新歌志内市立病院経営

健全化計画策定までの間延長して取り組むこ

ととした平成２１年３月策定の経営健全化計

画を病院運営の指針とし、自治体病院として

の使命を果たすべく、地域医療の確保と収支

改善による経営の健全化に取り組んでまいり

ました。

また、医師体制においても、医師の退職な

ど突発的な異動がありましたが、北海道大学

及び北海道地域医療振興財団の協力のもと、

出張医により診療体制を確保し、また２月か

らは嘱託医師の固定化により、診療体制に支

障が出ないよう努めてまいりました。

経営面では、繰出金項目の見直しを行うこ

とで収益的収支の均衡を図った一方、資本的

収支では基準外繰入金の減額を行い、支出額

に対して収入額の不足する部分については過

年度分損益勘定留保資金により補填を行いま

した。

患者動向による収入状況では、入院収益、

外来収益とも患者数の減少から厳しい経営と

なり、医業収益全体では約３,０００万円も

の減収となりました。

結果として、前述のとおり一般会計からの

繰入金により収支の均衡を図ったことから当

年度収支で６８７万８,０００の純利益が生

じ、累積欠損金は８億４,１８７万５,０００

円で本年度の事業運営を終えたところであり

ます。

（ア）患者の状況。

年間延べ入院患者数は、１万８,９８０人

（１日平均５１.９人）で前年度より１,１７

３人（同３.３人）の減少。また、外来患者

では、１万４,７４８人（１日平均６０.７

人）で、前年度より２８９人（同０.７人）

の減少であります。

（イ）財政状況。

（収益的収入及び支出）

本年度の財政状況につきましては、消費税

及び地方消費税控除後の金額で計上しており

ます３ページの損益計算書及び１９ページ以
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降の附属書類により御説明申し上げます。

収益的収支につきましては、総事業収益が

５億９,１６６万４,０００円で、内訳は、医

業収益が４億９４５万２,０００円、医業外

収益が１億８,２２１万２,０００円でありま

す。総事業収益を前年度と比較しますと７９

６万８,０００円の増であります。その内訳

の主なものは医業収益の入院収益が２,７９

５万９,０００円の減、その他医業収益が１

０７万７,０００円の減で、医業収益総体で

は２,９３８万９,０００円の減であります。

医業外収益は、他会計補助金が４,２９８万

３,０００円の増で、医業外収益総体では４,

１９３万６,０００円の増であります。ま

た、特別利益につきましては本年度の収入は

なく、皆減となったものであります。

一方、総事業費用は、５億８,４７８万６,

０００円で、内訳は医業費用が５億６,３８

８万８,０００円、医業外費用が２,０８９万

８,０００円であります。

総事業費用を前年度と比較いたしますと

１,８６７万１,０００円の減で、その内訳の

主なものは、医業費用の材料費が４０９万

４,０００円の増、経費が６５２万２,０００

円の減、減価償却費が５９８万円の減、資産

減耗費が２３４万９,０００円の増で、医業

費用総体では６１４万円の減であります。医

業外費用は雑損失が２６７万４,０００円の

増で、医業外費用総体では、１７２万１,０

００円の増であります。特別損失は本年度は

支出がなく皆減となっております。

（資本的収入及び支出）

資本的収支につきましては、２ページの決

算報告書及び２３ページの附属書類の消費税

及び地方消費税込みの金額で御説明いたしま

す。

総収入額は、５,６６５万１,０００円で、

内訳は、企業債が３,７３０万円、出資金が

１,２２９万３,０００円、他会計繰入金が５

９８万９,０００円、道支出金が１０６万９,

０００円であります。総支出額は、１億３４

１万９,０００円で、内訳は、建設改良費が

５,０３４万６,０００円、企業債償還金が

５,３０７万３,０００円であります。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額４,６７６万８,０００円は、過年度分損

益勘定留保資金で補填したものであります。

以上、病院事業会計の平成２７年度事業概

況でございます。

議案第５２号と議案第５３号の決算の認定

につきまして、一括御提案申し上げました。

よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、議案第５

２号平成２７年度歌志内市各会計歳入歳出決

算の認定について及び議案第５３号平成２７

年度歌志内市病院事業会計決算の認定につい

て一括質疑に入ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 歌志内市の決算につい

て少し聞いてみたいと思います。

平成２７年度の決算の内容について、これ

来年度の予算に大きくつながってくるものだ

と思っております。その中で、行政の厳しい

中で一般会計に１億３,６００万円の黒字を

出したということは大変評価できる内容だと

思っております。この中で、市長の中でどれ

ぐらい平成２７年度に行いたいことができた

のか、できたものと、またちょっとできな

かったというところとをお聞きしたいと思い

ます。

○議長（川野敏夫君） ここで、１０分間休

憩いたします。

午前１１時００分 休憩

────────────────

午前１１時０８分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議

を再開いたします。

理事者答弁。

村上市長。

○市長（村上隆興君） お答えいたします。

平成２７年度と申しますと、第５次基本構

想の最終年次であります。多くの事業が予定

されておりましたけれども、財政の健全化を

優先するということで皆様の事業としては期
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待に応えられなかったという部分も多々あろ

うかと思いますが、その中でも慎重に財政運

営を図ってまいりました。

大きなことはできておりませんが、新規事

業とそれから内容を充実させた事業とに分け

て申し上げますと、まず、内容を充実させた

という事業の中では各町内会自治会に対する

行政協力費の増額を図ってまいりました。ま

た、保育所の保育時間の延長とともに最高額

の引き下げを図っております。

また、後期高齢者の健康診査検査項目を拡

大し心電図等の無料化を図っております。

また、中学生までの医療費の無料化を１８

歳まで、いわゆる高校生まで引き上げており

ます。

また、有害鳥獣対策を充実させようという

ことで、駆除費等の増額を図っております。

また、学校給食費の値上げ分、いわゆる父

母負担分の行政による負担を行っておりま

す。

新規事業といたしましては、地域おこし協

力隊を採用することによる地域の活性化を

図ってまいりました。また、特産品の開発に

手をつけてございます。

また、幼児のフッ素塗布の無料化を図り、

子育て世代との懇談会を通しまして要望のあ

りました中学生以下のインフルエンザの予防

接種の無料化を取り入れてございます。

また、現在着工しております高齢者向け専

用住宅の実施設計。また、防災ということで

消防団第２分団の詰所の新築を行っておりま

す。

また、ワイン用ぶどう試験栽培事業に取り

組むということで、土地の購入等を初め事業

に着手してございます。

また、今年度から実行に入っております総

合計画、総合戦略の策定。そしてプレミアム

商品券、地域の皆さんの経済活動を活性化す

ると。また、市民の皆さんに助成をするとい

う意味合いからもプレミアム商品券の発行事

業を行う等々、わずかながらでも進めること

ができたかなと、そのように思っているとこ

ろでございます。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） いろいろな面で内容を

充実させていただいて、子ども医療費の無料

化の拡充などは大きな褒めるところだと思う

のですよね。行政が行った内容の中では大き

なものだと思います。そのほかにもいろい

ろ、先ほど市長答弁していただきましたけれ

ども、やっぱり充実してもらっている中で

も、国の方針でいろいろな面で住民の方々が

我慢して生活している部分も多々あります。

歌志内市の中で言えばプールが廃止になっ

た年でもあって、いろいろな面で充実はして

きたけれども残念ながら住民福祉が低下した

というところもなくはないのではないかな

と、私は思っております。

その中で、この平成２７年度の中で今後に

生かすためのヒントというのが何かしら多分

あったのではないかなと思うのですけれど

も、その辺どのようにとらえているかお聞き

したいと思います。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 平成２７年度と申し

ますよりは、平成２５年度から４年間という

ものを総括していかなけれはならないのかな

というふうに思います。４年間を経ていろい

ろな事業を進めてまいりましたけれども、や

はり御批判、御指摘を受けるそういう内容の

ものもあろうかと思います。そういうことを

含めまして昨年、先ほど申しました総合計画

というものを策定し、平成２８年度から着手

するといいますか向こう１０年間に向けて、

前期４年間前倒しして事業を進めるというふ

うに以前から説明申し上げているところだと

思います。

そういう部分、また議会、市民の皆さんか

らの意見をいただきながら平成２９年度以降

の新たな事業を策定していく、そういう過程

にしてまいりたいとそのように考えておりま

す。今指摘を受けましたプールなども、そう

いうものも一つになるのかなと思いますが、
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限られた財政の中でどこまで計画的なまちづ

くりを進めていけるかということを庁内の議

論を含めまして、これからの事業の策定に生

かしてまいりたいと、そのように考えており

ます。

○議長（川野敏夫君） ほかに、質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第５２

号及び議案第５３号については、５名の委員

で構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、閉会中の審査に付することに

したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、議案第５２号及び議案第５３

号については、決算審査特別委員会に付託の

上、閉会中の審査とすることに決定いたしま

した。

ただいま設置されました決算審査特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第７

条第１項の規定に基づき議長が指名をいたし

ます。

決算審査特別委員会委員に、湯浅礼子さ

ん、山崎瑞紀さん、谷秀紀さん、本田加津子

さん、女鹿聡さん、以上のとおり指名をいた

します。

議 案 第 ５ ４ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１５ 議案第

５４号平成２８年度歌志内市一般会計補正予

算（第４号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５４号の一般会計補正予算について

御提案申し上げます。

なお、事項別明細書については、企画財政

課長から御説明いたします。

議案第５４号平成２８年度歌志内市一般会

計補正予算（第４号）。

平成２８年度歌志内市一般会計補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ６,９２７万２,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２

億８,１９６万４,０００円とする。

２項は省略いたします。

以上で、議案第５４号の一般会計補正予算

について御提案申し上げました。

事項別明細書については、企画財政課長か

ら御説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） それでは、

一般会計補正予算事項別明細書の歳出につき

まして御説明いたしますので、５ページをお

開き願います。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費

１８節備品購入費１４万７,０００円の増額

補正は、８月２０日からの大雨により公用車

運転手待機所が浸水し、施設内の石油ストー

ブ及び冷蔵庫が破損したことに伴う同備品の

購入費用であります。

５目車両管理費１２節役務費５万８,００

０円と１８節備品購入費５２８万円の増額補

正は、８月２０日からの大雨による市長公用

車の浸水被害に伴い同車両を更新するもので

あります。

９目交通安全対策費１２節役務費５万３,

０００円と１８節備品購入費４２３万７,０

００円、２７節公課費３万円の増額補正は８

月２０日からの大雨による交通安全指導車の

浸水被害に伴い同車両を更新するものであり

ます。

なお、市長公用車及び交通安全指導車の修

繕にかかる保険金につきましては、現在保険
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者の全国市有件災害共済会と協議中でありま

すが、いずれの車両も耐用年数を経過し共済

責任額は最終残存価格となっており、市長公

用車が２８万円、交通安全指導車が１８万円

となっております。

１３目諸費２３節償還金利子及び割引料２

２７万７,０００円の増額補正は、平成２７

年度障害者自立支援給付費等の精算に伴う道

支出金返還金であります。

４項選挙費４目市議会議員補欠選挙費２７

３万６,０００円の増額補正は、市議１名の

欠員が発生したことによる補欠選挙を平成２

８年１０月２３日執行の歌志内市長選挙と同

時に行うための執行費用で、市長選挙経費と

共通する報酬や職員手当等の経費を除き計上

するものであります。

内訳は、１節報酬２万７,０００円の増額

補正は、選挙立会人の報酬で、３節職員手当

等４万５,０００円の増額補正は選挙事務従

事者にかかる時間外手当の増であります。

８節報償費３３万１,０００円の増額補正

は選挙事務従事者報償金で、９節旅費５,０

００円の増額補正は選挙立会人及び選挙管理

委員の費用弁償であります。

１１節需用費４０万２,０００円の増額補

正は、事務用品等消耗品が２２万９,０００

円、投票用紙等印刷製本費が１７万３,００

０円であります。

１３節委託料５３万３,０００円の増額補

正は、ポスター掲示場設置等委託料の増で、

１９節負担金補助及び交付金１３９万３,０

００円の増額補正は選挙運動公費負担金の増

であります。

７ページに参りまして、３款民生費１項社

会福祉費１目社会福祉総務費５４６万８,０

００円の増額補正は、平成２６年４月に実施

した消費税の引き上げによる影響を緩和する

ため、低所得者に対して制度的な対応を行う

までの間の暫定的・臨時的な措置として実施

する臨時福祉給付金給付事業が５２１万１,

０００円、一億総活躍社会の実現に向け賃金

引き上げの恩恵が及びにくい低所得の障害遺

族基礎年金受給者を支援するために実施する

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業が

２５万７,０００円であります。

内訳は３節職員手当等４９万３,０００円

の増額補正は、給付事務にかかる職員の時間

外勤務手当の増で、１１節需用費３万９,０

００円の増額補正は給付事務にかかる各種消

耗品の増であります。

１２節役務費３２万９,０００円の増額補

正は、給付事務にかかる郵便料及び口座振替

手数料で、１３節委託料９７万７,０００円

の増額補正は臨時福祉給付金システム整備に

かかる電算委託料であります。

１９節負担金補助及び交付金３６３万円の

増額補正は、給付対象者に対する臨時福祉給

付金で、給付金の額は低所得者に対する臨時

福祉給付金が１人当たり３,０００円で１,１

５０人分の３４５万円を計上しております。

また、年金生活者に対する臨時福祉給付金

は、１人当たり３万円の５０人分を見込んで

いますが、同じ細々節科目で先行実施いたし

ました高齢の年金受給者に対する臨時福祉給

付金の執行残１３２万円と相殺し、１８万円

を計上しております。

なお、これらの臨時福祉給付金にかかる経

費につきましては、歳入の国庫支出金におい

て同額を予算措置しております。

９ページに参りまして、２目災害救助費５

２万６,０００円の増額補正は、８月２０日

からの大雨による被災者への見舞金及び避難

所などの災害救助経費で、８節報償費１９万

円の増額補正は避難所開設にかかる町内会等

への謝礼で、避難者を受け入れした町内会等

への謝礼は３万円で６団体、臨時の避難所の

開設をお願いした町内会への謝礼は１万円で

１団体であります。

１２節役務費３万１,０００円の増額補正

は、避難所使用毛布の洗濯手数料で、２０節

扶助費３０万５,０００円の増額補正は住宅

に浸水した被災世帯主への見舞金で、その内

訳は床上浸水が１万円の７世帯、床下浸水が

５,０００円の４７世帯であります。
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５項児童福祉費２目児童福祉事業費２０節

扶助費５１４万４,０００円の増額補正は児

童発達支援及び放課後等デイサービス利用者

数の増に伴う障害児相談支援及び障害児通所

支援の増で、歳入の国庫支出金及び道支出金

において財源措置をしております。

次に、４款衛生費１項保健衛生費１目保健

衛生総務費１５節工事請負費８２万１,００

０円の増額補正は、冬期を迎えるに当たり雪

害により崩壊した中村歯科診療所の医師車両

用の車庫を建設場所を移設し新設するもので

あります。

２項清掃費２目ごみ処理費１２節役務費１

８１万４,０００円の増額補正は、８月２０

日からの大雨により発生した被災ごみの収集

運搬経費であります。

６款農林費１項１目とも農畜費１３節委託

料３２万４,０００円と、１９節負担金補助

及び交付金２４万円の増額補正は有害鳥獣駆

除頭数の増に伴う運搬業務委託費用と、駆除

事業に対する猟友会への交付金の増でありま

す。

９款１目とも消防費、１１ページに参りま

して、１目常備消防費１１節需用費８３１万

６,０００円の増額補正は、８月２０日から

の大雨時における消防ポンプ自動車の冠水に

よるエンジン故障にかかる修繕料でありま

す。

なお、この修繕にかかる保険金につきまし

ては、現在保険者の全国市有物件災害共済会

と協議中であります。

４目防災費１１節需用費３１万２,０００

円及び１６節原材料費８万４,０００円の増

額補正は、災害対応にかかる各種消耗品及び

補修用資材の補充による増であります。

次に、１１款災害復旧費１項土木施設災害

復旧費２目一般災害復旧費１,３００万円の

増額補正は８月２０日からの大雨により被災

した土木及び河川施設の災害復旧にかかる工

事費用等であります。

内訳は１３節委託料３５０万円の増額補正

は中村８号線道路陥没対策工事にかかる調査

設計委託料で、１５節工事請負費９５０万円

の増額補正は市道文珠高台線ほか４カ所の道

路のり面崩壊等復旧にかかる土木施設工事が

９２０万円、田嶋の沢川護岸洗掘復旧にかか

る河川施設工事が３０万円であります。

３項その他公共・公用施設災害復旧費、２

目一般災害復旧費１５節工事請負費４２７万

円の増額補正は、８月２０日からの大雨によ

り被災した道路、河川以外のその他施設にか

かる災害復旧工事でかもい岳スキー場ゲレン

デのり面崩壊復旧工事ほか４工事の工事費用

であります。

なお、災害復旧費にかかる３０万円以上の

工事につきましては、定例会資料の７ページ

に、工事箇所と工事名を掲載しておりますの

で御参照を願います。

また、このたびの災害では補正予算の災害

復旧費のほかに、災害発生直後から市民生活

の安全安心を確保するために緊急を要し、予

備費の使用によらなければ時間的に対処が難

しいと認められた危険箇所の応急対策などに

ついては予備費にて対応をしております。

次に、１５款１項１目とも予備費１,４１

３万５,０００円の増額補正は、歳入歳出予

算の調整によるものであります。

続きまして、事項別明細書の歳入について

御説明いたしますので、３ページをお開き願

います。

１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生

費負担金８節児童福祉支援給付費負担金２５

３万６,０００円の増額補正は、歳出の民生

費で予算措置しました児童福祉サービス給付

事業にかかる国庫負担金であります。

２項国庫補助金２目民生費補助金３節年金

生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金２

５万７,０００円と４節臨時福祉給付金給付

事業費補助金５２１万１,０００円の増額補

正は、歳出の民生費で予算措置しました年金

生活者等支援臨時福祉給付金給付事業及び臨

時福祉給付金給付事業にかかる国庫補助金で

あります。

１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担
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金８節児童福祉支援給付費負担金１２６万

８,０００円の増額補正は歳出の民生費で予

算措置しました児童福祉サービス給付事業に

かかる道負担金であります。

１８款１項１目とも繰越金１節前年度繰越

金６,０００万円の増額補正は前年度繰越金

の一部を予算計上するものであります。

以上で、議案第５４号の補正予算事項別明

細書についての説明を終わりますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入

ります。質疑ありませんか。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） 私のほうから何点か

質疑させていただきたいと思います。

今、説明がございました。

まず１番目に５ページの２款総務費、５目

の車両管理費１８節備品購入費ということで

５２８万円という金額が計上されております

が、どのような車両を予定しておられるのか

説明をいただきたいと思います。

２番であります。９目交通安全の対策費か

ら、１８節備品購入費でこれも４２８万７,

０００円という金額が計上されております

が、これもどのような車両を予定されておら

れるのかをお聞きしたいと思います。

次に、３番目でありますが、この１番と２

番の車両、浸水という被害に対して新たなも

のということで予算が計上されているのです

が、そのことに対して、今後どのような管理

対策を行っていかれるのか、そのことにつき

ましてお伺いいたしたいと思います。

次に、４番目であります。

４項選挙費１３節ポスターの掲示場設置５

３万３,０００円という金額が計上されてい

ますが、これは市長選とは別に委託するの

か、そのことにつきましてお伺いをいたした

いと思います。

次に、５番目でありますが、１９節公費負

担金１３９万３,０００円計上されておりま

すが、これは何人くらいを想定してこの金額

なのかをお伺いいたします。

次に、３款民生費２目災害救助費３０万

５,０００円は災害見舞金ということで、床

上床下それぞれ１万円、５,０００円という

金額で、それぞれの件数の金額総額のもので

ございますが、災害見舞金そういった規定に

よるものかをお伺いいたします。

次に、７番目です。

６款農林費ということで１目農畜費１９節

交付金ということで２４万円が計上されてい

ますが、これは駆除ではなくて何か運搬のそ

の金額というふうな説明だったかと思いま

す。もう少し丁寧に説明をお願いいたしたい

と思います。

次に、８番目であります。

９款消防費１目常備消防費１１節の需用費

ポンプ車両の修繕ということで８３１万６,

０００円という金額が計上されております

が、以前にもこういったことがあったかと思

います。その経緯を踏まえて、今後考えてい

かなければならないその内容についてのお考

えを説明していただきたいと思います。

以上８件ございます。答弁よろしくお願い

いたします。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 私のほうから下

山議員の１番目の車両の関係、３番目の今後

の管理対策という部分でお答えしたいと思い

ます。

１番目のどのような車両を予定しているの

かということでございますが、購入予定車は

ミニバンタイプのハイブリッド車を予定して

いるところでございます。

３番目の車両浸水に関する今後の管理対策

ということでございますが、公用車に関しま

しては、平日の勤務時間帯でございますれば

対応は可能でございますけれども、今回のよ

うな休日夜間における水害対策といたしまし

ては、このような地形の場所に車庫があると

いうことでございますので、現状では早目の

行動をとる、これは大変難しい部分でござい

ますけれども、ある程度予想ができるのであ

ればほかの場所へ移動をしておくということ
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が考えられますので、今後検討してまいりた

いと思います。

ただ、例えば台風であればまた違った強風

ということでも、何か物が飛んできてという

こともございますので、その辺も含めながら

検討してまいりたいというふうに考えており

ます。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） ２番の交通安全

対策の備品購入費の関係でございますけれど

も、交通安全指導車でございますけれども、

オフロード用の車両ということで２０００㏄

程度４ＷＤということでございます。そし

て、交通安全指導車用の特別仕様ということ

で、パトライト、それから交通安全の塗装、

文字入り、それから放送機器、こういうもの

が含まれているということでございます。

○議長（川野敏夫君） 山岸総務課主幹。

○総務課主幹（山岸康治君） 選挙費関係に

つきましてお答えいたします。

まず、４番目のポスター掲示場の設置につ

いてでございますが、これにつきましては、

市長選、市議会議員補欠選挙それぞれ別に委

託する予定となっております。

また、公費負担金につきましては、３名分

を計上しております。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 災害救助費の

災害見舞金の関係でございます。

災害見舞金の規定の関係でございますが、

歌志内市災害見舞金支給要綱の規定に基づき

支給するものでございます。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 私のほうから、

農林費の猟友会の交付金の関係でございま

す。

交付金の増額補正につきましては、猟友会

のエゾシカ駆除報償金事業にかかる費用につ

いて２４万円を増額するものでございます。

当初予算では１００頭分を予定おりました

が、８月末までに既に約９０頭を駆除してお

りまして、明年３月までこれから実施する秋

の一斉駆除を含めまして３０頭分２４万円の

不足が見込まれるということで増額補正する

ものでございます。

なお、一斉駆除につきましては、１１月に

入りまして草が枯れましてエゾシカを見つけ

やすい時期に猟友会を中心に市内全域で実施

する予定でございます。

なお、運搬費の補正予算につきましては、

駆除予定の頭数がふえた関係から１０回分３

２万４,０００円を委託料のほうで増額する

ことで、考えているところでございます。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 私のほうから、８の

今後の対応についてということで御答弁を申

し上げます。

先日の行政常任委員会でも御報告申し上げ

たとおり災害時の出動で大変申しわけなく

思っております。

我々消防は災害時、災害の最前線でぎりぎ

りのところで活動をしておりますので、その

状況下でも的確に判断できるよう今後も継続

して指導・訓練を重ねていきたいというふう

に思っております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 何点か再質疑させて

いただきたいと思います。

２番目の交通安全対策費からの備品購入と

いうことで車を予定している、オフロードで

２０００㏄、４ＷＤ、これはある意味今回水

害により車両が使えなくなるような状況、そ

れに対応するということも考えての車両の選

び方だと思うのですが、それでよろしいの

か、ちょっと答弁いただければと思います。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） おっしゃるとお

りでございまして、車高が高いということ

で、災害にも使える多目的に使えれるという

ようなことも想定しているということでござ

います。
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○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） それと続けての質問

大変申しわけありません。次に車両の水害に

よっていつもとめている駐車場、そして車庫

の中といったようなところでそういった災害

に遭ってしまったのだというところから、先

ほどの答弁では早目の行動だ、あるいは管理

状況には要するに、早目に移動するというよ

うなことをしていかなければならないのだと

いう答弁だったかと思いますが、ある意味そ

こで水害があってこれからもということ。

今の天候・気候のことを考えると、これか

らも災害ということをしっかりと考えていか

なければならない。そんなことから、とめて

おく場所自体を替えるというのも一つの方法

なのかなと、安全策を取る方法なのかなとも

思います。違うところに車庫をつくって、そ

こでしっかりとしたその管理体制をとってい

く、そんなようなこともあろうかと思いま

す。それについてお聞きしたいと思います。

次に、見舞金のことですが、規定があると

いうことで床下は５,０００円、そして床上

浸水については１万円という状況ですが、床

下浸水であればさほどとは思うのですが、床

上になると一律その１万円というのはいかが

なことかというふうに考えます。規定がある

のでしょうけれども、それにつきまして答弁

をいただければと思います。

あと農林費、鳥獣の駆除のことでございま

すが、これから全域にわたって行われるのだ

ということでございますので、もちろんこれ

に対してはその時期になったら全域と言いな

がら、いついつ、どこどこで、何時から何時

までということが市民の方々に知らせという

形であるのだと思いますが、その点について

説明をいただければ思います。

次に、８番目に質問させていただきました

消防費の件で、以前水没したというときに、

水害になってしまったというときに、エアク

リーナーの位置云々の話があったかと思いま

す。それについてその位置を少し高くするの

だとか、あるいはそれに水の入らないような

状況を考えるのだとか、そんなような整備に

はならないのか答弁をいただければと思いま

す。

また、先ほどの答弁の中で保険について

は、今行っている最中ということなのです

が、まだ全くその保険が適用になるかどうか

ということが決まってないのかどうなのか、

その方向性もお伺いいたしたいと思います。

以上の点につきまして、答弁をいただけれ

ばと思います。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） １番目の車両の

管理体制ということでお答えさせていただき

ます。

下山議員おっしゃるように、他の場所に車

庫を建てるということも一つの選択肢だとい

うふうには思っておりますが、この庁舎の近

い場所に広い土地がなかなかないという部分

もありますので、そういった空き地の部分、

利用できる部分、そういうものも今後の考え

方の中で検討していきたいというふうに考え

ます。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 見舞金支給額

の関係でございます。

当市の災害見舞金支給要綱につきまして

は、火災及び自然災害により被害を受けた者

に対して応急援護を行うための災害見舞金を

支給することを目的としております。

今回の災害の部分につきましては、自然災

害という形での大雨、豪雨、洪水等にかかわ

る関係で支給するものでございますが、当市

のこの規定につきましては、例えば水の関係

だけでいきますと、流失、例えば半流失、そ

れから家屋の一部流失、床上浸水、床下浸水

という形で、細かい形での支給区分となって

おります。

近隣の中空知の市町との比較でいきます

と、この制度自体がないまちもあるところで

ございます。また、床下浸水、火災による一

部焼失の規定がない自治体も多くあるところ

であり、まちまちの状況でございます。
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御指摘の支給額につきましては、本市の場

合近隣と比較いたしまして決して高いほうで

はございませんけれども、先ほど申し上げた

とおり床上床下浸水の見舞金を見れば、床下

浸水の見舞金を規定しているのは、うち以外

では１町のみであるところでございます。

今回複数の台風と大雨が北海道に上陸し大

きな被害が全道的に受けております。各自治

体においても災害に対する見舞金の見直しに

ついても進められると思いますので、動向に

注視しながら検討を深めてまいりたいと考え

ております。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 秋の一斉駆除に

かかる市民の方への周知の関係でございま

す。

猟銃を使った駆除でございますので、当然

危険が伴います。市民の皆様への周知につき

ましては広報へのチラシ折り込み、また、町

内会長への周知、それから付近への看板設

置、こういった形で市民の皆様にお知らせし

ながら、十分注意しながら猟友会とともに

行ってまいりたいと思っております。

○議長（川野敏夫君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） 車両の改造の件につ

きましては私のほうから、保険につきまして

は企画財政課長から答弁申し上げます。

まず、車の改造についてでございますが、

結論から申し上げますとできません。理由に

つきましては、消防車の艤装工場に確認した

ところ、加工する場合はマフラーを高い位置

に持っていくことは、今の車両には煤を浄化

する装置もついて長くなるためにできないと

のことです。

また、メーカーに確認しますと、構造上エ

アクリーナーの位置が制限されており、ま

た、給気と排気効率を計算されているために

簡単にはずらせないということです。

それらのことから、現在の車はコンピュー

タで燃料と空気を混合しているため、エアク

リーナーの位置をずらしたりマフラーを長く

することにより混合比が変わり、通常走行に

支障を来すということに伺っております。

そのような理由から艤装メーカーでは責任

が取れないために、現在のところはそういう

改造はできないということでございます。ま

た、道内からも同じ問い合わせはあると聞い

ております。その中ではそういうことをお話

しして、現在のところつくってはいないとい

うところでございます。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） 私からは消

防車の保険の関係でございますが、市有物件

の災害共済では台風や洪水も共済の対象に

なっております。市有物件には現在第一報を

入れておりますが、詳細につきましては現在

協議中でございます。

また、現時点ではわかりませんけれども、

共済の責任限度額につきましては１,６５８

万円ございます。また、重大な過失があった

場合には保険の対象外となりますが、この重

大な過失とは相当の注意をなすまでもなく、

容易に有害な結果を予見して回避することが

できたにもかかわらず、漫然として見過ごし

て回避しなかったほとんど故意に近い注意を

欠く状態をいいますので、こちらには当ては

まらないのではないかというふうに思ってお

ります。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） まず、一つ目なのです

けれども、民生費の二つの臨時福祉給付金に

ついてお聞きしたいと思います。

該当者に直接この給付金というふうに周知

するのか、手立てを取るのかをお聞きしたい

と思います。その周知の方法をどうするのか

伺いたいと思います。

もう一つ、災害救助費の災害見舞金の支給

なのですけれども、これどのような手段で行

うのかお聞きしたいと思います。

もう一つ衛生費の被災ごみの運搬なのです
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けれども、この被災ごみは被災した方々の使

えなくなったものなどの運搬をする費用が

入っているのかどうなのか、それを聞きたい

と思います。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉対策課長（佐藤守君） 臨時給付

金の関係についてでございます。周知につき

ましては該当者に個人通知をするとともに、

１０月１日号の市広報やホームページに記事

を掲載する予定としております。

なお、これまでも行っておりますけれど

も、コミュニティセンター、各町内会館集会

所等市内８カ所でも臨時申請受け付けを実施

する予定としております。

それから、災害見舞金の交付の関係でござ

いますけれども、補正予算の可決後なるべく

早い時期に被災者宅に伺い、市長から直接お

渡しする予定であります。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 被災ごみの関係

で、使えなくなったものなども運搬するのか

ということでございますけれども、被災した

その家庭で災害により不用となったもの全て

を処理するということで考えております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 給付金なのですけれど

も、両方合わせて１,２００人ぐらいの人数

で多分なると思います。先ほど個人通知して

ということで、ほかのところでも行いますよ

ということで言っておりましたけれども、

やっぱり結構な人数１,２００人ということ

で、最後の１人にもきちんと受け取れるよう

なシステムをきちっとした構築をしていただ

きたいと思いますけれども、その辺もう一度

お聞きしたいと思います。

あと見舞金についてなのですけれども、

やっぱり被災された方々は１万円でも５,０

００円でもすぐ手元に多分お金が必要だと思

うのですよね。市長が手渡しに行きますとい

うことなのですけれども、この補正が決まっ

たらすぐにでも動いていただいて、被災者の

方々にお見舞いをしていただきたいと思うの

ですけれども、その辺もう一度、いろいろな

やり方があると思うのですけれどもお聞きし

たいと思います。

ごみの運搬なのですけれども、やっぱり大

きい粗大ごみだとかそういったものがかなり

出てきますので、そのときは出なかったけれ

ども後々水害によってだめになったものとか

というのも多分出てくる可能性もあるので、

その辺の分も臨機応変に市のほうで対応して

いただきたいと思うのですけれども、いかが

ですか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉対策課長（佐藤守君） 申請に漏

れがないような形として、その他の周知方法

といたしましては毎月の定例民生児童委員の

協議会や町内会連合会との情報交換会、ま

た、当課で実施いたします健康教室や研修会

など、対象者が集まる機会にお知らせをして

まいりたいというふうに思っております。

また、広報につきましても何回か掲載をし

ながら、申請の漏れのないよう広報活動を

行ってまいりたいと思っております。

災害見舞金の交付につきましては、先ほど

の答弁と同じになりますが、この後早い時期

に被害者宅に伺い、先ほど申し上げたとおり

市長から直接お渡ししたいと思っておりま

す。その家庭が留守の場合とか、また市長の

公務の関係がありまして、その場合につきま

しては副市長もしくは当課のほうで、かわり

にお渡しするような手段の中で行いたいとい

うふうに思っております。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） ごみの関係で後

から出てきたものということで、臨機応変と

いうことでございますけれども、今回補正さ

せていただいたのは、新たに車両を借りて災

害ごみを処理するというところの部分でござ

います。既に緊急を要するものは運んでおり

ますけれども、順次これからもしていきます

けれども、ただ、例えば１年後に出されても

ちょっと今の中ではできませんので、そのと

きについては、やはり通常の粗大ごみの関係
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で収集することがありますので、そちらでの

対応ということも考えております。よろしく

お願いいたします。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより討論に入ります。討論ありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、議案第５４号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、議案第５４号は原案のとおり

可決されました。

散 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） 以上で、本日の日程

は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

御苦労さまでした。

（午後 ０時００分 散会）
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